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省エネ・再エネ関連施策について
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環境省 近畿地方環境事務所
地域循環共生圏・脱炭素推進グループ 古川泰成
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１．二酸化炭素排出量削減の目標と方向性
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我が国の排出・吸収量の状況及び新たな削減目標（NDC）

 我が国は、2030年度目標と2050年ネット・ゼロを結ぶ直線的な経路を、弛まず着実に歩んでいく。
 新たな削減目標については、1.5℃目標に整合的で野心的な目標として、2035年度、2040年度において、

温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60％、73％削減することを目指す。
 これにより、中⾧期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成⾧の同時実現に向け、GX投資を加速していく。
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2023年度排出・吸収量実績
▲27.1%
10.2億トン

2030年度目標
▲46％

2035年度目標
▲60％

2040年度目標
▲73％

2050年目標
排出・吸収量:０
（ネット・ゼロ）

※目標は全て2013年度比
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地球温暖化対策計画（2025年2月18日閣議決定）における主な対策・施策

削減目標達成に向け、エネルギー基本計画及びGX2040ビジョンと一体的に、主に次の対策・施策を実施。
対策・施策については、フォローアップの実施を通じて、不断に具体化を進めるとともに、柔軟な見直しを図る。

《エネルギー転換》

《横断的取組》

 再エネ、原子力などの脱炭素効果の高い電源を最大限活
用

 トランジション手段としてLNG火力を活用するとともに、水
素・アンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化を進
め、非効率な石炭火力のフェードアウトを促進

 脱炭素化が難しい分野において水素等、CCUSの活用

《産業・業務・運輸等》

 「成⾧志向型カーボンプライシング」の実現・実行
 循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行

→再資源化事業等高度化法に基づく取組促進、「廃棄物処理
×CCU」の早期実装、太陽光パネルのリサイクル促進等

 森林、ブルーカーボンその他の吸収源確保に関する取組
 日本の技術を活用した、世界の排出削減への貢献

→アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）の枠組み等を基礎
として、JCMや都市間連携等の協力を拡大

《地域・くらし》
 地方創生に資する地域脱炭素の加速（地域脱炭素ロードマップ）

→2030年度までに100以上の「脱炭素先行地域」を創出等

 省エネ住宅や食品ロス削減など脱炭素型のくらしへの転換
 高断熱窓、高効率給湯器、電動商用車やペロブスカイト

太陽電池等の導入支援や、国や地方公共団体の庁舎等
への率先導入による需要創出

 Scope3排出量の算定方法の整備などバリューチェーン
全体の脱炭素化の促進

 工場等での先端設備への更新支援、中小企業の省エネ
支援

 電力需要増が見込まれる中、半導体の省エネ性能向上、
光電融合など最先端技術の開発・活用、データセンターの
効率改善

 自動車分野における製造から廃棄までのライフサイクルを
通じたCO₂排出削減、物流分野の脱炭素化、航空・海運
分野での次世代燃料の活用
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2030年度目標に向けた2023年度実績の進捗

2030年度削減
目標・目安※２2023年度削減率2023年度実績※１2013年度実績※１

温室効果ガス排出量
・吸収量

（単位:百万t-CO2） ▲46％▲27％1,0171,395

▲45％▲25%9221,235エネルギー起源CO2

▲38％▲27%340463産業

部
門
別

▲51％▲30%165235業務その他

▲66％▲30%147209家庭

▲35％▲15%190224運輸

▲47％▲23%79.6104エネルギー転換

▲14％▲15%112131非エネルギー起源CO2、
メタン、N2Ｏ

▲44％＋28%37.028.9代替フロン等４ガス

--▲53.7-吸収源

官民連携で2030年度までの累積で、１億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得し
たクレジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする。二国間クレジット制度（JCM）

※１ 2025年4月に気候変動に関する国際連合枠組条約事務局に提出した温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）（2023年度）の報告値。
※２ エネルギー起源CO2の各部門は目安の値。

地球温暖化対策推進本部
幹事会（第47回）
資料1-1抜粋
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２．地域脱炭素の推進



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

地域脱炭素推進交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

（1）交付金（2）委託費

（1）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】
①脱炭素先行地域づくり事業への支援
②重点対策加速化事業への支援
③民間裨益型自営線マイクログリッド等事業への支援

（2）地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
地域脱炭素推進交付金についてデータ等に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な
措置を講ずるとともに、適正かつ効率的な執行監理を実施する。

「地域脱炭素ロードマップ」（令和3年6月9日第3回国・地方脱炭素実現会議決定）や地球温暖化対策計画（令和7年2月18日閣議決定）等に
基づき、地域主導の脱炭素を推進するため、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体等に対し、本交付金により、複数年度にわたって
継続的かつ包括的に支援することを目的とする。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話:03-5521-8233

（1）地方公共団体等（2）民間事業者・団体等

令和4年度～令和12年度

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

事業イメージ

交付対象・
委託先

【令和8年度予算（案） 27,018百万円（38,521百万円）】
【令和７年度補正予算額 33,500百万円】

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域※

②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2030年度までに
実行

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
生産性向上、資源活用

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を

向上させる地方創生へ

＜参考:（１）交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体

(b)民間事業者等も事業を
実施する場合

(a)地方公共団体が事業を
実施する場合

※地域特性・地域課題等で類型化
先進性・モデル性等を評価し、評価委員会で選定
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交付要件:脱炭素先行地域に選定されていること等（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼ
ロ達成等）。

対象事業:地域と暮らしに密接に関わる民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出について2030年度までに実
質ゼロを実現することなどに先行的に取り組む地域として、環境省が選定した地域において、当該実現のた
めの取組に対し支援する。

交付率 :原則2/3
事業期間:概ね5年程度

①脱炭素先行地域づくり
事業

交付要件:再エネ発電設備を一定以上導入すること等（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市:1MW以
上、その他の市町村:0.5MW以上）。

対象事業:地域共生・地域裨益型再エネの導入や住宅の省エネ性能の向上などの脱炭素の基盤となる重点対策に
ついて、交付金により行われる加速的な取組に対し支援する。

交付率 :2/3～1/3、定額
事業期間:概ね５年程度

②重点対策加速化事業

交付要件:一定の民間裨益が見込まれること等。
対象事業:官民連携により民間事業者が裨益する自営線マイクログリッド等を構築する地域等において、温室効果ガ

ス排出削減効果の高い再エネ・省エネ・蓄エネ設備等の導入を支援する。
交付率 :原則2/3
事業期間:概ね5年程度

③民間裨益型自営線マイク
ログリッド等事業（GX）

地域脱炭素推進交付金 事業内容
（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金）

屋根置き自家消費型
太陽光発電

木質バイオマスの
エネルギー利用

家畜排せつ物の
エネルギー利用

蓄電池の
導入

エネルギーマネジメント
システム導入

再エネ水素
利用

住宅建築物の
ZEB／ZEH

省エネ設備の
最大限採用

ゼロカーボン・
ドライブ

自営線
マイクログリッド

H2 H2

H2
LED



脱炭素先行地域の選定自治体（第１回～第6回）

 脱炭素と地域課題解決の同時実現のモデルとなる脱炭素先行地域を2025年度までに少なくとも100か所
選定し、2030年度までに実現する計画。

 第１回から第６回までで、全国40道府県119市町村の90提案（40道府県72市38町9村）を選定。

年度別選定提案数（共同で選定された市町村は1提案としてカウント、括弧内は応募提案数）
R7R6R5R4

第6回第5回第4回第3回第2回第1回
7

(15)
9

(46)
12

(54)
16

(58)
20

(50)
26

(79)
※選定後に３提案が辞退

中部ブロック(11提案、2県16市町村)
富山県 高岡市
福井県 敦賀市、池田町・福井県
⾧野県 上田市、飯田市、小諸市、

生坂村
岐阜県 高山市
愛知県 名古屋市、岡崎市･愛知県
三重県 度会町他５町

中国ブロック(12提案、2県15市町村)
鳥取県 鳥取市、米子市・境港市、

倉吉市他２町・鳥取県
島根県 松江市、邑南町
岡山県 瀬戸内市、真庭市、西粟倉村
広島県 東広島市・広島県、北広島町・広島県
山口県 下関市、山口市

四国ブロック(5提案、1県6市町村)
高知県 須崎市･日高村、北川村、梼原町、

黒潮町
愛媛県 今治市・愛媛県

九州・沖縄ブロック(14提案、3県32市町村)
福岡県 北九州市他17市町、福岡市、うきは市
⾧崎県 ⾧崎市・⾧崎県、五島市
熊本県 熊本県・益城町、球磨村、あさぎり町
宮崎県 宮崎市・宮崎県、延岡市
鹿児島県 日置市、知名町・和泊町
沖縄県 宮古島市、与那原町

北海道ブロック(7提案、7市町)
札幌市、苫小牧市、石狩市、厚沢部町、
奥尻町、上士幌町、鹿追町

近畿ブロック(10提案、1県10市)
滋賀県 湖南市･滋賀県、米原市･滋賀県
京都府 京都市
大阪府 大阪市、堺市
兵庫県 神戸市、尼崎市、加西市、淡路市
奈良県 生駒市

東北ブロック(12提案、4県13市町村)
青森県 佐井村
岩手県 宮古市、久慈市、陸前高田市・岩手県、

釜石市・岩手県、紫波町
宮城県 仙台市、東松島市
秋田県 秋田県･秋田市、大潟村
山形県 米沢市・飯豊町・山形県
福島県 会津若松市･福島県

関東ブロック(16提案、1県17市町村)
茨城県 つくば市
栃木県 宇都宮市･芳賀町、日光市、

那須塩原市
群馬県 上野村
埼玉県 さいたま市
千葉県 千葉市、市川市、匝瑳市
神奈川県 横浜市、川崎市、小田原市
新潟県 佐渡市･新潟県、関川村
山梨県 甲斐市
静岡県 静岡市
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重点対策加速化事業の計画策定状況

 全国で重点的に導入促進を図る屋根置き太陽光発電、ZEB・ZEH、EV等の取組を地方公共団体が複数年度にわたり
複合的に実施する重点対策加速化事業について、171自治体を選定（38府県、104市、29町）。
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３．地域レジリエンスの推進



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

公共施設等※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加
え、災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。
設備導入事業として、再生可能エネルギー設備、熱利用設備、コジェネレーションシステム

（CGS）及びそれらの附帯設備（蓄電池※2、充放電設備、自営線、熱導管等）並び
に省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導入する費用の一部を
補助する。

※１ 地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設及び公用施設、又は
業務継続計画により災害等発生時に業務を維持するべき公共施設及び公用施設（例:防災
拠点・避難施設・広域防災拠点・代替庁舎など）

※2   蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部
給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

（都道府県・指定都市による公共施設等への太陽光発電設備導入はPPA等に限る。）

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等
導入推進事業（地域レジリエンス事業）

間接補助

第1次国土強靱化実施中期計画（令和7年6月6日閣議決定）における「避難施設・防災拠点への再生可能エネルギー・蓄エネルギー・コージェネ
レーション等の災害・停電時にも活用可能な自立分散型エネルギー設備の導入推進対策」として、また、地球温暖化対策計画（令和7年2月18日
閣議決定）に基づく取組として、地方公共団体における公共施設等への再生可能エネルギーの率先導入を実施することにより、地域のレジリエンス
（災害等に対する強靱性の向上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話:03-5521-8233
（浄化槽について）環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話:03-5501-3155

地方公共団体

令和3年度～

【令和8年度予算（案） 2,000百万円（2,000百万円）】
【令和7年度補正予算額 2,000百万円】

災害・停電時に公共施設等へエネルギー供給が可能な自立分散型エネルギー設備等の導入を支援します。

支援対象

補助対象

都道府県・指定都市:1/3、市区町村（太陽光発電又はCGS）:1/2、
市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島:2/3

PPA・リース・エネルギーサービス事業で地方公共団体と共同
申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

○地域防災計画により災害時に避難施設等
として位置付けられた公共施設等

○業務継続計画により、災害等発生時に
業務を維持するべき公共施設等

・再エネ設備
・蓄電池
・CGS
・省CO2設備
・熱利用設備 等導入

災害時に避難施設として機能を
発揮する学校へ太陽光発電設
備・蓄電池・高効率照明機器を
導入。

公立病院へCGS・地中熱利用設
備・高効率空調機器を導入。

地域のレジリエンス
強化・脱炭素化の取組例

公立病院

重要なライフラインとなるスマホの他、
照明等への電源供給を実施。

学校
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４．民間企業等への再エネ・省エネ設備の導入促進
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民間企業等による自家消費の更なる推進

 太陽光発電を導入し、その電力を自家消費することは、温室効果ガスの排出量を削減する有効な手法の１つであり、環
境省では自家消費型太陽光発電の導入拡大に向けた施策を進めている。

 第６次エネルギー基本計画（令和3年10月22日閣議決定）の根拠となる2030年度エネルギーミックスにおいて、環
境省が施策を推進することで10GW導入することを目標としており、現状では、3GW程度の導入が進んでいると推計。
補助金を活用した導入（0.65GW）に加え、大企業を中心に補助金によらない導入が見られているが、目標実現には
更なる導入拡大が必要。

 近年、サプライヤーからの要請、エネルギー価格高騰への懸念等により、自家消費型太陽光発電の導入を進める中小企
業が増えており、中小企業に取組を広げていくことが目標達成に向けた鍵。

0

2

4

6

8

10

12

10GW

0.65GW

（GW）

2030年度
導入目標

2020～2023年度
の導入量

補助金によらない導入
もみられる

出所:再エネ100宣言 RE Action 年次報告書2024（2024年12月）

 2023年度に実施した再エネ電力の調達の具体的手法
→自家消費型太陽光発電の導入が初めて一番多くなった

中小企業版RE100参加団体への調査結果（n=267）自家消費型太陽光発電の導入状況
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民間企業等による自家消費型太陽光発電の促進
（令和３～６年度補助事業の実施結果）

 民間企業における自家消費型太陽光発電や蓄電池の導入を加速するため、補助事業を実施。令和3～6年度にかけて、
屋根太陽光、ソーラーカーポート、営農地、ため池等への太陽光発電652MWを支援。

建材一体型太陽光発電

再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提と
した上での新たな手法。

ソーラーカーポート

片山工業株式会社の本社工場の駐車場に自家消費
型の太陽光発電設備を搭載したカーポートや蓄電池シ
ステム、EV充電設備を導入した事業である。

【自己所有】 サングルポ阿南協同組合 【オンサイトPPA】 みずほリース株式会社

太陽光発電及び蓄電システムの導入により、宮崎大学
内の2つのキャンパスで施設全体の約2割程度の電力消
費量を再エネ電力で賄うことを目的とした事業である。

【需要場所】ショッピングプラザアピカ
【発電容量】338kW

【需要場所】国立大学法人宮崎大学（2キャンパス）
【発電容量】3,160kW

合計令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度

567MW88MW120MW175MW184MW屋根太陽光

61MW14MW23MW16MW8MWソーラーカーポート

25MW3MW11MW9MW2MW営農型・ため池等

653MW105MW154MW200MW194MW合計

 日進市が所有するため池水面に太陽光発電設備を設置し、オフサ
イトPPAにより、日進市の公共施設６か所に対し再エネ電力を供給。

 分散型エネルギー源として災害時におけるBCP強化にも寄与。

水上太陽光 【オフサイトPPA】 需要家:日進市



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業（一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業）

間接補助事業／委託事業（メニュー別スライドを参照）

（1）ストレージパリティ※の達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
※太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が

経済的メリットがある状態のこと

（2）設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業

（3）離島の脱炭素化推進事業

（4）浮体式洋上風力導入と地域ビジネス促進事業

（5）新手法による電力融通モデル創出事業

（6）データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業

地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、民間企業等が有する
工場・施設・営農地等に対して再エネ設備の導入加速と柔軟な需給調整の実現を支援することにより、民間企業や地域の脱炭素化を着実に進めると
ともに、分散型電力システムを構築して地域共生型エネルギー社会の加速化を目指す。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

民間事業者・団体等

メニュー別スライドを参照

【令和８年度予算（案） 3,200百万円（3,450百万円）】
【令和７年度補正予算額 4,500百万円】

民間企業等による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進し、再エネの導入及び地域共生の加速化を図ります。

事業イメージ

委託先及び
補助対象

ストレージパリティ達成に向けた自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

PV・蓄電池等
設置・運用・保守

電気利用料

設置場所の特性に応じた再エネ導入

水面型太陽光建材一体型太陽光



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
（1）ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（経済産業省連携事業）

①間接補助事業（太陽光発電設備:定額、蓄電池:定額（上限:補助対象経費の1/3））
②委託事業

自家消費型の太陽光発電は、CO2削減に加え、停電時に電力使用を可能とし、電力系統への
負荷も低減できる。蓄電池を活用することで、その効果を高めることもできる。また、需要家が初期
費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオンサイトPPAというサービスも出てきている。
これらを踏まえ、本事業では、初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入

支援等を通じ、ストレージパリティの達成を目指す。

① ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（補助）
オンサイトPPA等による業務用施設・産業用施設等への自家消費型の太陽光発電設備及び
蓄電池（車載型蓄電池を含む）の導入支援を行う。
※蓄電池もしくは、車載型蓄電池の導入は必須。
※太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る（ただし、戸建住宅は逆潮流可）。

② ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法調査検討事業（委託）
太陽光発電設備・蓄電池の導入加速化や、ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決
手法に係る調査検討を行う。

自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、
ストレージパリティ※の達成を目指す。
※太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が経済的メリットがある状態のこと

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

民間事業者・団体等

令和6年度～令和11年度

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

事業イメージ

委託先及び
補助対象

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

PV・蓄電池等
設置・運用・保守

電気利用料

太陽光発電設備・蓄電池の補助概要

＊蓄電池併設型で自家消費型の太陽光発電設備であること
＊EV・PHV（外部給電可能なものに限る）をV2H充放電設備とセットで購入

する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）

定置用蓄電池太陽光発電設備

補助対象経費の1/3
５万円/kWPPA

リース

４万円/kW購入



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
（2）設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業（一部 農林水産省・経済産業省 連携事業）（1/2）

①～③間接補助事業（1/2、3/5、定額）

① 地域共生型の太陽光発電設備の導入促進事業（補助率1/2）
生物多様性等の自然環境にも配慮し、営農地・水面等を活用した地域共生型の太陽光
発電について、コスト要件※を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。
※ コスト要件

本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載されている同設備が整理される電
源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果を踏まえて設定した値を下回るものに限る。

② 駐車場等への太陽光発電設備の導入促進事業（補助額8万円/kW、補助率1/2）
駐車場等を活用した新たな設置手法による太陽光発電設備（ソーラーカーポート、
ソーラーロード等）及び充電設備について、設備等導入の支援を行う。

③ 窓、壁等と一体となった太陽光発電設備の導入促進事業（補助率3/5、1/2）
窓、壁等の建材と一体型の太陽光発電設備の導入を支援する。

地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、設置場所や地域の特性に応じた太陽光発電設備や再エネ熱利用の
支援、熱分野でのCO2ゼロに向けたモデル創出等を通じて、それらの価格低減を促進しながら、再エネ導入を図る。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

民間事業者・団体等

①～③令和6年度～令和11年度

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地域共生型の再エネ導入を促進します。

事業イメージ

補助対象

駐車場太陽光（ソーラーカーポート）

営農型太陽光（ソーラーシェアリング） 水面型太陽光

建材一体型太陽光



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、
（2）設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業（2/2）

④⑤間接補助事業（計画策定:3/4（上限1,000万円）、設備等導入:1/3、1/2、2/3）
⑥ 委託事業

④ 再エネ熱利用・工場廃熱利用等の価格低減促進事業（補助率1/3、1/2）
地域の特性に応じた（a）再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電（太陽光発電除く）、（b）工
場廃熱利用のいずれかに該当する取組に対し、コスト要件（※）を満たす場合に設備導入支援等
を行う。
※ コスト要件
（熱利用）:当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト（※過年度の環境省補助事業のデータ

等に基づく）より一定以上低いものに限る。
（発電） :本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の意見に掲載されている同設

備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調査結果を踏まえて設定した値を下回る
ものに限る。

⑤ 地域における脱炭素化先行モデル創出事業（補助率3/4、2/3）
熱分野でのCO2ゼロに向けた複数施設におけるCO2の削減や、地域で熱融通等を推進する先
行的な取組について、その計画策定や設備等導入を支援する。

⑥ 設置場所の特性に応じた再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業（委託）
設置場所の特性に応じた再エネ導入加速化に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を
行う。

地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、設置場所や地域の特性に応じた太陽光発電設備や再エネ熱利用の
支援、熱分野でのCO2ゼロに向けたモデル創出等を通じて、それらの価格低減を促進しながら、再エネ導入を図る。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341

地方公共団体※・民間事業者・団体等 ※温泉熱のみ

④～⑥令和6年度～令和11年度

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地域共生型の再エネ導入を促進します。

事業イメージ

委託先及び
補助対象

地中熱 バイオマス

温泉熱 工場廃熱

熱分野の脱炭素化へ

再エネ熱等の地域資源の例



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

間接補助事業（計画策定:定額、設備等導入:2/3、3/4）

ペロブスカイト太陽電池は、これまで太陽電池が設置困難であった場所やインフラ施設等にも設置が可能で
あり、主な原材料であるヨウ素は、我が国が世界シェアの約30%を占めるなど、再エネ導入拡大や強靱なエネ
ルギー供給構造の実現にもつながる次世代技術である。本事業では、ペロブスカイト太陽電池の導入初期に
おける発電コスト低減のため、ペロブスカイト太陽電池の将来の普及フェーズも見据えて、拡張性が高い設置
場所へのペロブスカイト太陽電池導入を支援する。

①事前調査・導入計画策定
ペロブスカイト太陽電池の導入に向けた事前調査（建物耐荷重の調査や現地確認）や、事前調査を
踏まえた構造物単位での導入計画策定を支援し、設備導入につなげる。

②設備等導入
従来型の太陽電池では設置が難しかった建物屋根・窓等・インフラ空間における建物屋根等への、
性能基準を満たすフィルム型・ガラス型ペロブスカイト太陽電池の導入を支援する。

＜主な要件＞
• 同種の屋根等がある建物への施工の横展開性が高いこと
• 導入規模の下限、補助上限価格
• 施工・導入後の運用に関するデータの提出 等

地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、軽量・柔軟などの
特徴を有するペロブスカイト太陽電池の国内市場立ち上げに向けた導入支援をすることで、導入初期におけるコスト低減と継続的な需要拡大に資する
社会実装モデルを創出し、民間企業や地域の脱炭素化を進めるとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図る。

環境省 大臣官房 地域脱炭素推進審議官グループ 地域脱炭素事業推進課 電話:03-5521-8233
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話:0570-028-341 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 電話:03-3501-4031

地方公共団体、民間事業者・団体等

令和7年度～

【令和8年度予算（案） 7,000百万円（5,020百万円）】

ペロブスカイト太陽電池の国内市場立ち上げに向け、社会実装モデルの創出に貢献する自治体・民間企業を支援します。

事業イメージ

補助対象 体育館・アーチ屋根 バスシェルター

ペロブスカイト太陽電池の導入イメージ

出典:積水化学工業株式会社
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建築物の脱炭素化に向けた取組



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業（一部農林水産省・経済産業省・国土交通省連携事業）

（1）ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（一部経済産業省連携事業）
①新築建築物のZEB普及促進支援事業
②既存建築物のZEB化普及促進支援事業
③業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

（2）ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業
（一部農林水産省、経済産業省、国土交通省連携事業）

①ライフサークルカーボン削減型の新築ZEB支援事業
②低炭素型建材活用新築ZEB支援事業
③ZEB化推進に係る調査・普及啓発等検討事業

（3）水インフラにおける脱炭素化推進事業（農林水産省、経済産業省、国土交通省連携事業）

（4）CE×CNの同時達成に向けた木材再利用の方策等検証事業（農林水産省連携事業）

（5）省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業
（一部国土交通省連携事業）

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業
②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業

（6）サステナブル倉庫モデル促進事業（国土交通省連携事業）

地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、一度建築されると
ストックとして⾧期にわたりCO2排出に影響する建築物のZEB化や省CO2設備の導入等を支援することで、建築物の脱炭素化を促進するとともに、
ウェルビーイング／高い生活の質の実現やレジリエンス向上の同時実現を目指す。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 ほか 電話:0570-028-341

メニュー別スライドを参照

【 【令和8年度予算（案） 6,700百万円（3,820百万円）（※3年間で総額3,000百万円の国庫債務負担）】
【令和７年度補正予算額 4,800百万円】

業務用建築物のZEB化・省CO2設備の導入等の支援により、脱炭素化と健やかで強い社会づくりを目指します。

事業イメージ

委託先及び
補助対象

ZEB建築物の導入設備

施設の省CO2化と災害・熱中症対策／サステナブル倉庫普及

省CO2独立型
施設のイメージ

クーリングシェルター
のイメージ

サステナブル倉庫
のイメージ



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、
（1）ZEB普及促進に向けた省エネルギー建築物支援事業（一部経済産業省連携事業）

間接補助事業（①②2/3～1/６（延べ面積に応じて上限3～５億円）③1/2（上限100万円））

①新築建築物のZEB普及促進支援事業（経済産業省連携事業）
②既存建築物のZEB化普及促進支援事業（経済産業省連携事業）

建築物のZEB化に資するシステム・設備機器等の導入を支援する。
◆補助要件:ZEBの基準を満たすと共に、計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを

収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること、需要側設備等を通信・
制御する機器を導入すること、新築建築物については再エネ設備を導入すること、
ZEBリーディング・オーナーへの登録を行うこと、ZEBプランナーが関与すること 等。

◆優先採択:以下に該当する事業については優先的に採択する。
• 補助対象事業者が締結した建築物木材利用促進協定に基づき木材を用いる事業
• CLT等の新たな木質部材を用いる事業 等

◆採択時優遇:建材一体型太陽電池を導入する事業 等
③業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業

既存建築物ストックの省CO2改修によるZEBの達成可能性・省CO2効果についての調査を支援
する。
◆補助要件:ZEBプランナーが関与すること、BEIを算出すること、技術、設計手法、費用等の

データを公開すること等。

新築・既存の業務用建築物に対するZEB化に資する省CO2設備の導入、またそのための既存建築物に係る省CO2改修によるZEB化の可能性調査を
支援することで、ZEB化の普及拡大を強力に支援する。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話:0570-028-341 

地方公共団体※3 、民間事業者、団体等※4

令和5年度～令和10年度

業務用建築物のZEB化の普及拡大のため、高効率な設備の導入支援や省CO2改修の可能性調査を支援します。

補助対象等

補助対象

補助率等
延べ面積 既存建築物新築建築物

ZEBランク 事務所
等

事務所等
以外

事務所等
※２

事務所等
以外※１

1/3
1/4
対象外

2/3
1/2
対象外

1/4
1/5
対象外

1/2
1/3
対象外

『ZEB』
Nearly ZEB
ZEB Ready

2,000㎡
未満

1/3
1/3
1/3

2/3
2/3
2/3

1/4
1/5
1/6

1/2
1/3
1/4

『ZEB』
Nearly ZEB
ZEB Ready

2,000㎡～
10,000㎡

1/3
1/3
1/3
対象外

2/3
2/3
2/3
対象外

1/4
1/5
1/6
対象外

1/2
1/3
1/4
1/4

『ZEB』
Nearly ZEB 
ZEB Ready
ZEB Oriented

10,000㎡
以上

※1 「事務所等以外」は、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、
集会所等の「事業所等」以外の建築用途を指す。

※2 「事務所等」は、事務所、官公署等の建築用途を指す。
※3 ①②について、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く。（建

築用途が病院等の場合は、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区
も対象）

※4 ①②について、延べ面積において新築の場合10,000㎡以上、既存の場合2,000㎡以
上の建築物については民間事業者・団体等は対象外



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、
（2）ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業（一部農林水産省・経済産業省・国土交通省連携事業）

①②間接補助事業（55％～21％（上限５億円））③委託事業

①ライフサイクルカーボン削減型の新築ZEB支援事業
建築物がライフサイクル全体（運用時、建築時及び廃棄時）で排出するCO2などの温室効果
ガス（ライフサイクルカーボン）の削減を目指す取組を促すため、ライフサイクルカーボンを算定する
事業を支援する。
◆補助要件 :ライフサイクルカーボンを算定すること、ZEB Oriented基準以上の

省エネルギー性能を満たすこと、エネルギー管理体制を整備すること 等
◆補助対象経費:ZEB化に資するシステム・設備機器の導入に伴う費用 等※3

②低炭素型建材活用新築ZEB支援事業
①に加え、低炭素型の建材（鉄、コンクリート、木材等）を使用する建築物について支援する。
◆補助要件 :①に加え低炭素型の建材を導入すること 等
◆補助対象経費:①に加え低炭素型の建材の導入に伴う費用

③ZEB化推進に係る調査・普及啓発等検討事業
建築物のZEB化を先導・推進するために必要な調査及び普及啓発の検討等を行う。

運用時のみならず建築物のライフサイクルカーボンの削減を目指す取組を促すため、先導的にライフサイクルカーボンの算定や、低炭素型建材の活用を
行う事業について支援する。
※ライフサイクルカーボン:建築物の構成部材の調達や設備の製造から解体に至るまでのライフサイクル全体において発生する温室効果ガス

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話:0570-028-341 

地方公共団体※４ 、民間事業者、団体等※５

令和6年度～令和10年度

建築物のライフサイクルカーボンの削減を目指す取組を支援します。

事業イメージ

補助対象及
び委託先

建築物のライフサイクル

調達 施工 運用 修繕 解体・廃棄

CO2排出

全ての期間で排出されるCO2の算定【要件】

⇒削減へ

ZEB

補助率（％）
ZEBランク 事務所等 ※２事務所等以外 ※１

3055『ZEB』
2538Nearly ZEB
2130ZEB Ready

対象外30ZEB Oriented

※1 「事務所等以外」は、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、集
会所等の「事務所等」以外の用途を指す。

※2 「事務所等」は、事務所、官公署等の用途を指す。
※3 EV等（外部給電可能なものに限る。）を充放電設備とセットで購入する場合に限り、蓄電容

量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）。
※4 ①②について、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く（用途が

病院等の場合、すべての地方公共団体が対象）。
※5 ①②について、延べ面積が10,000㎡以上の場合、民間事業者・団体等は対象外。



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、
（5）省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業（一部国土交通省連携事業）

間接補助事業

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業（一部国土交通省連携事業）
1. クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業

既存建築物に熱中症対策等にも資する高効率空調等を導入してクーリングシェルターの普及を図る
事業を支援する。（補助率:1/3、上限:1,000万円）

2. 民間建築物等における省CO2改修支援事業
高効率機器への更新により既存民間建築物の省CO2化を図る事業を支援する。
（補助率:1/3、上限:3,500万円）

3. テナントビルの省CO2改修支援事業
オーナーとテナントがグリーンリース契約等を結び、協働して省CO2化を図る事業を支援する。
（補助率:1/3、上限:4,000万円）

4. 空き家等における省CO2改修支援事業
空き家等を業務用施設に改修しつつ省CO2化を図る事業に対し、高効率機器の導入を支援する。
（補助率:1/3、上限:1,000万円）
◆補助要件: 各事業による指定のCO2排出削減、運用改善に係る取組の実施等

②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
災害時の活動拠点やクーリングシェルターとしても利用可能な独立型施設（コンテナハウス等）に対して、
高機能空調、再エネ設備等の導入支援を行う。（補助率:1/3）
※コンテナハウス本体等は補助対象外。

様々な業務用施設の改修に際して高効率設備等を導入支援することにより、既存建築物のCO2排出量の削減と、熱中症対策に資する施設やフェーズ
フリー性を兼ね備えた施設の普及を図る。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話:0570-028-341
大臣官房 環境保健部企画課 熱中症対策室

地方公共団体、民間事業者、団体等

令和5年度～令和10年度

業務用施設に高効率設備等を導入支援することにより、省CO2化と熱中症対策・レジリエンス向上を行います。

事業イメージ

委託先

高効率
空調

CO2削減

高効率
換気

CO2

高効率
給湯

既存建築物 テナント 空き家

①業務用施設における省CO2化・熱中症対策等支援事業のイメージ

②フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業のイメージ

クーリングシェルターのイメージ

宿泊施設・集会施設・移動店
舗等として使用

応急仮設住宅や避難場所と
して使用

非常時平常時

クーリングシェルター・マーク

電話:0570-028-341



お問合せ先:

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態:

■実施期間:

■ :

3. 事業スキーム

4. 

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（経済産業省・国土交通省連携事業）

間接補助事業

（1）業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（新規採択分）
既存建築物の外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を促進するため、設計費・設備
費・工事費への補助を行う。
○主な要件 :改修後の外皮性能BPIが1.0以下となっていること及び一次エネルギー消

費量が省エネルギー基準から40％（用途によっては30％）程度以上削
減されること(※ZEB基準の水準の省エネ性能を達成)、エネルギー管理
や設備の運用改善を行うこと 等

○主な対象設備 :断熱窓、断熱材、高効率空調機器、高効率照明器具、高効率給湯機
器等のうち、トップランナー制度目標水準値を超えるもの等、一定の基準
を満たすもの。また、一定の要件を満たした外部の高効率熱源機器から
エネルギーを融通する場合は、当該機器等も対象とする。

○補助率 :1/2～1/3

（2）業務用建築物の脱炭素改修加速化事業（過年度予算からの継続案件のみ）
過年度予算からの継続案件に対する予算措置。

・地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、既存建築物の外皮
の高断熱化や高効率空調機器等の導入を支援し、業務用建築物の脱炭素化とウェルビーイング／高い生活の質の実現を図る。
・先進的な断熱窓、断熱材や高効率な空調機器、照明器具、給湯機器の導入加速により、価格低減による産業競争力強化・経済成⾧と温室効果
ガスの排出低減を共に実現する。

地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室／住宅・建築物脱炭素化事業推進室 電話:0570-028-341

地方公共団体、民間事業者、団体等

令和5年度～

【令和8年度予算（案） 4,000百万円（1,200百万円）】
（※3年間で総額10,000百万円の国庫債務負担）

業務用建築物の脱炭素化を早期に実現するため、外皮の高断熱化及び高効率空調機器等の導入を支援します。

事業イメージ

補助対象

外皮の高断熱化

断熱窓

高効率空調機器等の導入

照明空調

断熱材

給湯

※ ZEB基準の水準の省エネ性能:一次エネルギー消費量が省エネルギー基準から
用途に応じて30％又は40％程度削減されている状態。

省エネルギー基準から、用途に応じて30％又は40％程度以上削減
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お問合せ先

環境省
近畿地方環境事務所
地域脱炭素創生室

メール:CN-Kinki@env.go.jp
TEL :06-6881-6511
最寄り駅:JR桜ノ宮駅


